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PFIに関する最近の潮流

2

1 コンセッション事業の多様化

➢ 平成23年のコンセッション方式の登場当初は、空港、有料道路、上下水道といった大型のインフラ施設への導入
事例が大半を占めていた

➢ 近年は、観光施設、スポーツ施設、発電・エネルギー施設など、事業分野が拡大しつつある

➢ 文化財をリノベーションした観光施設やスタジアム・アリーナといった文教施設分野のコンセッション事業も増えてきて
いる

2 事業の小規模化

➢ PFI事業の全体数の増加に伴い、小規模な事業も増加している

➢ 特に、上記の「文化財をリノベーションした観光施設」については、本日ご紹介いただく「浜崎伝建地区町家モデル

施設の運営事業」をはじめ、近年特に事例が増加してきている

3 地域企業参画の増加

➢ PFI事業はその事業規模の大きさから、大手建設会社の参画が前提とされていた

➢ 近年は、大手建設会社とタッグを組んでPFI事業に参画してきた地域企業もPFI事業に関するノウハウを身に着けて
きており、地域企業が参画しているPFI事業が増加している

➢ さらに、事業の小規模化も相まって、資本力があまり大きくない地域企業が代表企業を務める事業も見られる

事業の小規模化、建設を業務範囲に含めない小規模なコンセッション方式の事
業化も相まって、地域企業が代表企業を務める事業も見られる
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PFI法の制定以降、PFI事業の件数は増加傾向にあり、令和4年度末時点で累計件数
は1,004件、うち文教施設分野の事業件数は378件と全体の約4割を占める。そのうち学
校施設（大学施設を含む）に係る事業は239件で、文教施設分野の約6割を占める

出所：内閣府「PFIの現状について」、内閣府「PFI事業基礎データベース（令和5年3月31日時点）」を基に作成

うち文教施設分野は378件、学校施設（大学施設を含む）
に係る事業は239件で、文教施設分野の約6割

最近の潮流① コンセッション事業の多様化

制度成立以来、件数は着実に増加

PFI事業の件数の推移
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コンセッション事業に関しては、平成26年から平成30年にかけては空港や上下水道を中
心に件数が増加していたが、近年は観光施設等を対象とした事業も増加してきている

出所：内閣府「PFI事業基礎データベース（令和5年3月31日時点）」を基に作成

大型のアリーナや文化財をリノベーションした

観光施設など、文教施設分野の事業が該当

最近の潮流① コンセッション事業の多様化

コンセッション事業の分野の内訳（令和4年度末時点） 観光施設・スポーツ施設分野のコンセッション事例

事業名 事業分野 実施主体 実施方針公表

(仮称)旧奈良監獄の保存及び活
用に係る公共施設等運営事業

観光施設 法務省 H28.12.8

有明アリーナ管理運営事業 スポーツ施設 東京都 H29.12.28

田川伊田駅舎施設運営事業 観光施設 田川市 H30.4.16

旧苅田家付属町家群を活用した

施設の管理運営事業
観光施設 津山市 H30.12.19

宮崎白浜オートキャンプ場施設運

営事業
観光施設 宮崎市 R1.9.19

愛知県新体育館整備・運営等

事業
スポーツ施設 愛知県 R2.7.7

米原市観光・レクリエーション関連2
施設に係る公共施設等運営事業

観光施設 米原市 R3.2.12

グラスハウス利活用事業 スポーツ施設 津山市 R3.3.24

新秩父宮ラグビー場(仮称)整備・
運営等事業

スポーツ施設
日本スポーツ

振興センター
R3.9.28

等々力緑地再編整備・運営等

事業
スポーツ施設 川崎市 R4.3.28

浜崎伝建地区町家モデル施設の

運営事業
観光施設 萩市 R5.3.31
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コンセッションの類型

コンセッション事業の多様化の背景として、従来の独立採算型に加え、混合型や
分離・一体型といった公費負担を伴う事業手法が認知されてきたことが挙げられる

最近の潮流① コンセッション事業の多様化

独立採算型 混合型 分離・一体型

公共

民間事業者

運営権に基づく

管理運営業務

施設の所有

運営権実施契約（運営権の設定）

公共

施設の所有

運営権実施契約（運営権の設定）

業務委託契約

民間事業者

独立採算部門

業務受託部門

運営業務・

一部維持管理業務

維持管理業務

委託料

運営権

対価※

【特徴】すべての業務を運営権実施契約の中

に含めるものの、一部の業務の実施に係る費
用を公共が負担する

運営権

対価※

公費

負担

公共

民間事業者

運営権に基づく

管理運営業務

施設の所有

運営権実施契約（運営権の設定）

運営権

対価

【特徴】すべての業務を運営権実施契約の中

に含め、民間事業者は独立採算で管理運営
業務を実施する

※ 運営権対価の額を0円とすることも想定される

【特徴】独立採算が見込めない一部の業務を
運営権実施契約から切り離す

※ 運営権対価の額を0円とすることも想定される
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人口規模の小さい地方公共団体での優先的検討規程の運用、PPP/PFIに関するノウハ
ウの蓄積等を背景に、コンセッションに限らず小規模なPFI事業の事例が増加傾向にある

6

最近の潮流② 事業の小規模化

PFI事業全体に占める事業規模ごとの割合の推移
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10億円未満 50億円未満 100億円未満 100億円以上

事業規模10億円未満の事業の割合が増加 近年はコロナ禍や物価高騰の影響
を受け減少していると推測される
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小規模なPPP/PFI事業のさらなる拡大に向け、「スモールコンセッション」という取組
みが推進されています

7

最近の潮流② 事業の小規模化

スモールコンセッションの概要

スモールコンセッションの詳細については、国土交通省資料「スモールコンセッション推進方策案について」を参照

スモールコンセッションとは・・・

地方公共団体が所有・取得する空き家等の身近な遊休不動産について、民間の創意工夫を最大限に生かした

小規模なPPP/PFI事業を行うことにより、地域課題の解決やエリア価値の向上につなげる取組み

地方公共

団体

✓ 維持管理コストの削減

✓ エリア価値の向上

民間

事業者

✓ 事業機会の増加
-長期的な事業運営

✓ 地域への主体的な貢献
-地域還元、地域企業の参画

地域・

住民

✓ 地域活性化
- 交流人口の増加、利便施設の増加等

✓ 住民サービスの向上

✓ 思い入れのある施設の継承

高

低 高

公
共
性

収益性

スモールコンセッションの範囲

賃貸借
（普通財産）

指定管理

管理委託

PFI
（コンセッション、RO）

スモールコンセッションの効果 スモールコンセッションの事業手法

出所：国土交通省「スモールコンセッション推進方策案について」を基に作成
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中小企業へのPPP/PFIに関するノウハウの蓄積が進み、PFI事業への地域企業の参
画が増加している。特にその傾向は文教施設分野において顕著となっている

8

➢ 令和3年度に事業契約が締結されたPFI事業（国等の事業を除く）のうち、地域企業が参画している事業は86％
（44 / 51件）、地域企業が代表企業として参画している事業は、41％（21 / 51件）。

➢ 事業規模別に見ると、文教分野においては事業規模を問わず地域企業が参画している事業が多い。

※地域企業：当該事業を実施する都道府県に本社が所在する企業

【凡例】 選定されたコンソーシアムに占める地域企業の数／全構成企業数

：地域企業が参画し、かつ、代表企業になっている事業 ：地域企業が参画しているが、代表企業になっていない事業 ：地域企業が参画していない事業 

文化社会教育
（学校施設、集会施設、

スポーツ施設等）

経済地域振興
（スタートアップ施設、観光・地域

振興施設、住宅、公園等）

1 / 1社

1 / 2社

3 / 3社

3 / 3社

2 / 4社 1 / 4社

2 / 8社

2 / 4社

4 / 4社

1 / 7社

4 / 7社

1 / 6社

2 / 8社

5 / 8社

1 / 5社 3 / 8社

4 / 4社

4 / 9社

3 / 6社

0 / 1社

1 / 1社

1 / 1社

6 / 6社

4 / 5社

2 / 3社

2 / 2社

5 / 5社

3 / 3社

3 / 3社

5 / 5社

5 / 5社

5 / 6社

6 / 9社

1 / 5社 3 / 5社 1 / 3社 0 / 4社 1 / 7社

0 / 5社

8 / 8社 0 / 6社

1 / 4社

1 / 7社

医療・福祉
（病院、児童福祉施設等）

インフラ・環境衛生
（上下水道、廃棄物処理施設等）

行政
（庁舎、宿舎、防災施設）

契約金額

（落札金額）

10億円 100億円

3 / 3社 0 / 3社

0 / 3社

2 / 4社

0 / 2社

2 / 5社 2 / 5社 4 / 8社

最近の潮流③ 地域企業の参画の増加

地域企業が参画しているPFI事業の全体像
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内閣府は、PFIの多様な効果に着目し、地域経済・社会にメリットをもたらす「ローカ
ルPFI」を推進している

9

最近の潮流③ 地域企業の参画の増加

出所：内閣府「ローカルPFIの推進について」を基に作成

➢ ローカルPFIは、PFI事業の推進（案件形成、事業者
選定、契約履行等の一連の過程）を通じ、地域経

済・社会により多くのメリットをもたらすことを志向する

コンセプト

➢ 財政負担軽減（VFM）に加え、自治体・民間の創
意工夫による多様な効果に焦点を当てている

地域課題を元にコアとなる効果を設定するとともに、

事業化アイデアの深掘りにより、副次的効果のイメー

ジを固めることでPFI事業の多様な効果を発揮

地域課題の解決

公共空間の活用

地域経営の視点

PFIによる地域課題を解決し地域の発展に効
果のある指標を設定し、定量・定性的に評価

PFI事業を実施することにより、公共施設や余
剰地を活用した取組を支援

施設や分野を横断して課題解決に取り組む
ための、新たな官民連携手法の検討を推進

ローカルPFIの特徴

令和5年度から、内閣府による「民間資金等活用事業調査費
補助事業」の対象となる事業の要件に、「多様な効果の検討
評価に係る要件」が追加されるなど、ローカルPFIは国の重点施
策になりつつある

ローカルPFIの概要 ローカルPFIに期待される効果

地域歴史

文化保存
地域企業の

事業機会

創出生活

利便性

向上

移住者

増加

地域企業の

参画

地域企業の

販路開拓

人材育成

交流人口

拡大

地産地消
（産品・エネルギー）

地域防災力

向上
・・・
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参考資料

【URL】
https://www8.cao.go.jp/pfi/actionplan/pdf/local_gaiyou.pdf

内閣府「ローカルPFIの推進について」

【URL】
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/content/
001732321.pdf

国土交通省「スモールコンセッション推進方策案について」

https://www8.cao.go.jp/pfi/actionplan/pdf/local_gaiyou.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/content/001732321.pdf
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenkei/content/001732321.pdf
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